
 (1)　本市の介護保険料

年額 月額

第1段階
生活保護受給者、老齢福祉
年金受給者で世帯全員が市
民税非課税

基準額×0.45 28,620円 2,385円

第2段階
市民税非課税世帯で、課税
年金収入額と合計所得金額
の合算額が80万円以下

基準額×0.45 28,620円 2,385円

第3段階

市民税非課税世帯で、課税
年金収入額と合計所得金額
の合算額が80万円を超えて
120万以下

基準額×0.7 44,520円 3,710円

第4段階
市民税非課税世帯で、課税
年金収入額と合計所得金額
の合算額が120万円を超過

基準額×0.75 47,700円 3,975円

第5段階

世帯の誰かが市民税を課税
されているが本人は非課税
で、課税年金収入額と合計
所得金額の合算額が80万円
以下

基準額×0.875 55,650円 4,638円

第6段階

世帯の誰かが市民税を課税
されているが本人は非課税
で、課税年金収入額と合計
所得金額の合算額が80万円
を超過

基準額 63,600円 5,300円

第7段階
本人が市民税課税で、合計
所得金額が125万円未満

基準額×1.125 71,550円 5,963円

第8段階
本人が市民税課税で、合計
所得金額が125万円以上200
万円未満

基準額×1.25 79,500円 6,625円

第9段階
本人が市民税課税で、合計
所得金額が200万円以上400
万円未満

基準額×1.5 95,400円 7,950円

第10段階
本人が市民税課税で、合計
所得金額が400万円以上

基準額×1.75 111,300円 9,275円

▶ 全国平均〔厚生労働省報道資料（平成27年4月28日）より〕

基準月額 5,514円

保険料
段階 対象者 保険料率

 ４　介護保険料
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 (2)　保険料段階別の第1号被保険者数〔平成28年度決算時点〕

構成比 構成比 構成比

第1段階 4,809人 (3.4％) 1,664人 (1.2％) 3,145人 (2.2％)

第2段階 25,556人 (17.9％) 21,133人 (14.8％) 4,423人 (3.1％)

第3段階 10,484人 (7.4％) 10,106人 (7.1％) 378人 (0.3％)

第4段階 10,998人 (7.7％) 10,609人 (7.4％) 389人 (0.3％)

第5段階 21,837人 (15.4％) 18,761人 (13.2％) 3,076人 (2.2％)

第6段階 15,977人 (11.2％) 15,612人 (10.9％) 365人 (0.3％)

第7段階 17,457人 (12.2％) 15,845人 (11.1％) 1,612人 (1.1％)

第8段階 17,730人 (12.5％) 16,515人 (11.6％) 1,215人 (0.9％)

第9段階 12,111人 (8.5％) 10,911人 (7.7％) 1,200人 (0.8％)

第10段階 5,652人 (3.8％) 4,838人 (3.3％) 814人 (0.5％)

計 142,611人 (100.0％) 125,994人 (88.3％) 16,617人 (11.7％)

※　併徴（特別徴収と普通徴収が重複する場合）の人数は、特別徴収に含む。

特別徴収全体 普通徴収
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 (3)　保険料段階別収納状況〔平成28年度〕

件数 金額 件数 金額 件数 金額

39,423件 131,458,770円 38,848件 129,633,560円 575件 1,825,210円 98.6％

普通徴収 30,160件 86,771,280円 29,585件 84,946,070円 575件 1,825,210円 97.9％

164,351件 701,269,420円 153,416件 669,867,905円 10,935件 31,401,515円 95.5％

普通徴収 43,987件 126,586,790円 33,052件 95,185,275円 10,935件 31,401,515円 75.2％

63,359件 454,267,470円 62,537件 450,562,320円 822件 3,705,150円 99.2％

普通徴収 4,792件 20,049,880円 3,970件 16,344,730円 822件 3,705,150円 81.5％

66,999件 509,181,390円 66,078件 504,974,340円 921件 4,207,050円 99.2％

普通徴収 6,454件 26,810,630円 5,533件 22,603,580円 921件 4,207,050円 84.3％

137,964件 1,163,584,770円 132,626件 1,133,656,840円 5,338件 29,927,930円 97.4％

普通徴収 31,372件 176,254,940円 26,034件 146,327,010円 5,338件 29,927,930円 83.0％

96,589件 998,647,420円 95,951件 994,603,000円 638件 4,044,420円 99.6％

普通徴収 4,842件 28,215,720円 4,204件 24,171,300円 638件 4,044,420円 85.7％

108,026件 1,199,860,940円 104,764件 1,176,240,660円 3,262件 23,620,280円 98.0％

普通徴収 17,216件 120,504,270円 13,954件 96,883,990円 3,262件 23,620,280円 80.4％

107,435件 1,352,257,130円 105,652件 1,338,107,599円 1,783件 14,149,531円 99.0％

普通徴収 12,410件 97,674,710円 10,627件 83,525,179円 1,783件 14,149,531円 85.5％

73,855件 1,097,051,730円 72,933件 1,088,065,560円 922件 8,986,170円 99.2％

普通徴収 11,963件 114,175,280円 11,041件 105,189,110円 922件 8,986,170円 92.1％

35,803件 598,623,870円 35,474件 594,769,460円 329件 3,854,410円 99.4％

普通徴収 8,292件 91,719,120円 7,963件 87,864,710円 329件 3,854,410円 95.8％

893,804件 8,206,202,910円 868,279件 8,080,481,244円 25,525件 125,721,666円 98.5％

普通徴収 171,488件 888,762,620円 145,963件 763,040,954円 25,525件 125,721,666円 85.9％

 (4)　年度別滞納状況〔各年度決算時点〕

人数 金額 人数 金額

127,378人 7,495,916,270円 4,254人 146,557,750円 98.0％

132,558人 7,797,450,070円 4,319人 149,980,188円 98.1％

136,689人 8,076,766,590円 4,316人 154,295,779円 98.1％

139,908人 8,022,208,620円 3,918人 130,313,160円 98.4％

142,611人 8,206,202,910円 3,759人 125,721,666円 98.5％

平成27年度

平成28年度

第1段階

第2段階

平成24年度

平成25年度

平成26年度

収納率
調定 収納 未納

調定 未納
収納率

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

計
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 (5)　減免状況

件数 金額 件数 金額 件数 金額

平成24年度 145件 3,577,590円 5件 68,990円 105件 1,488,050円

平成25年度 26件 449,160円 12件 116,160円 142件 2,052,080円

平成26年度 5件 93,510円 12件 132,360円 135件 1,928,980円

平成27年度 7件 277,420円 11件 107,320円 105件 1,533,410円

平成28年度 6件 274,730円 14件 140,060円 121件 1,838,520円

件数 金額 件数 金額 件数 金額

平成24年度 0件 0円 6件 221,240円 77件 493,300円

平成25年度 0件 0円 6件 183,400円 75件 496,470円

平成26年度 0件 0円 11件 379,040円 81件 544,540円

平成27年度 0件 0円 15件 308,160円 9件 130,380円

平成28年度 0件 0円 13件 333,760円 12件 158,620円

件数 金額

平成24年度 338件 5,849,170円

平成25年度 261件 3,297,270円

平成26年度 244件 3,078,430円

平成27年度 147件 2,356,690円

平成28年度 166件 2,745,690円

 ▶　平成23年9月に発生した台風12号による被害（122件）のため、平成24年度の件数
　及び金額は、一時的に高くなっているが、平成25年度以降は、概ね横ばいである。
 ▸　平成27年度から低所得者の保険料額が軽減されたことに伴って、生活困窮を理由
　とする減免対象者が大幅に減少した。

※　「死亡等」には、心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院した者を含む。

※　「失業等」には、業務の休廃止、事業における著しい損失を含む。

※　「法第63条の適用」とは、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者に
　ついて、適用するもの。

生活困窮

計

農作物の不作等 法第63条の適用

災害 死亡等 失業等
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